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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１２月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２４年８月４日 １６時３０分ごろ 

発生場所 香川県三豊市三埼南西方沖 

 三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位２２６°７,８５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１２.７′ 東経１３３°２９.８′） 

事故調査の経過  平成２４年８月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ケミカルタンカー 大祥
だいしょう

丸、４２９トン 

 １３２３１６、松田汽船株式会社、マツダマリン株式会社 

 ５８.１８ｍ×９.４０ｍ×４.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４６年７月２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年４月９日 

  免状有効期間満了日 平成２５年９月８日 

一等航海士 男性 ５９歳 

 二級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５２年９月１６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１１月１６日 

  免状有効期間満了日 平成２９年４月２３日 

 死傷者等 重傷 ２人（一等航海士及び一等機関士）、軽傷 １人（二等航海

士） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、船長、一等航海士、二等航海士、機関長及び一等機関士が

乗り組み、平成２４年８月４日０７時５０分ごろ岡山県岡山港で水硫

化ソーダ約３４０ｍ3 を揚げ荷後、空倉により、１２時３５分ごろ出

港して愛媛県新居浜市新居浜港に向けて航行中、１２時５０分ごろ１

番及び３番貨物タンクの洗浄作業を開始した。 

本船は、１番及び３番貨物タンクの洗浄作業が終了した後、‘貨物

タンク内をモップで拭いて残留した水分を除去する作業’（以下「水
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分除去作業」という。）を行うため、一等航海士が、体感で温度及び

ガス臭の有無を確かめた後、一等航海士及び機関長が１番貨物タンク

（右）に、二等航海士及び一等機関士が１番貨物タンク（左）にそれ

ぞれ入り、水分除去作業を開始した。 

乗組員は、１番貨物タンクの水分除去作業を終えた後、上甲板に上

がって休憩をとり、続いて３番貨物タンクの水分除去作業を行うた

め、一等航海士が３番貨物タンク（右）に、二等航海士及び一等機関

士が３番貨物タンク（左）に入り、機関長は、足に痛みがあったの

で、貨物タンクに入らず、甲板上から水分除去作業の監視に当たっ

た。 

機関長は、一等航海士が３番貨物タンク（右）に入って１～２分

後、タンク内の状況を見たところ、１６時３０分ごろタンク内で倒れ

ている一等航海士を認めた。 

一等機関士は、３番貨物タンク（左）に入った時、先にタンクに入

った二等航海士が倒れていることを認め、救助を求めるためにステッ

プを上から３段目まで昇ったところで意識が遠くなり、タンクの底に

落下した。 

機関長は、救助の援助を得るため、３番貨物タンク（左）内を見た

ところ、二等航海士が倒れており、一等機関士が意識もうろうとなっ

ていることを認め、船長に報告した。 

船長は、機関長から報告を受け、操舵室の貨物タンクの監視及び警

報盤により、３番貨物タンク（左及び右）下部の温度が約５５℃であ

ることを認めたが、酸素濃度やガス検知を行わず、保護具を着用せず

に３番貨物タンクへ救助に入り、機関長と共にロープで上甲板に一等

航海士等の乗組員を引き揚げた。 

負傷した一等航海士等の乗組員は、新居浜港に入港後、救急車で病

院に搬送され、一等航海士が全脳虚血、二等航海士が熱中症及び脱水

症、一等機関士が全身打撲等と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ３、気温 ３３.３℃（多度

津）、約３６℃（本船観測値） 

 その他の事項 本船の貨物タンクは、船首尾方向に縦隔壁で左右２列、横隔壁で３

列に仕切られて計６個に分割され、船首側から順に１～３番の番号を

付けられ、それぞれ１～３番貨物タンク（右）又は（左）と呼称され

ていた。 

貨物タンク内には、タンク洗浄用ノズル、貨物加熱用配管、測深用

フロート及び温度計が設置され、操舵室後部にある監視及び警報盤で

貨物タンク内の貨物量及び温度を把握できるようになっていた。 

本船の貨物タンク洗浄作業は、２番貨物タンク内の洗浄用清水を加

熱した後、ポンプで加圧し、各貨物タンクに設置されたバタワースマ

シンを使用してステンレスコーティングが施された１番及び３番貨物
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タンク（左及び右）内壁に噴射し、内壁に付着した貨物を除去すると

ともに、タンク中央に取り付けられた多孔管から高温の蒸気を噴出さ

せて内壁を乾燥させるものであった。 

本船では、本事故当時、水分除去作業を行っている間、ポンプ室に

あるガスフリーファンにより、カーゴラインを通して貨物タンク内の

換気が行われていた。 

本船には、ガス検知器、酸素濃度測定器及び硫化水素ガス用の防毒

マスクが備え付けられていたが、本事故時、いずれも使用されていな

かった。 

船長は、単独で操船に当たっていたとき、乗組員が１番貨物タンク

から上甲板に上がって来たことを認めていたが、操舵位置から３番貨

物タンク付近を見通すことができなかったので、乗組員が同タンクに

入るときの様子が見えなかった。 

本船は、新居浜港に入港後、海上保安庁により、検査が行われ、貨

物タンク内にガスは検知されなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、三埼南西方沖を航行中、バタワースマシンを使用した貨物

タンクの洗浄作業終了後、一等航海士が体感で貨物タンク内の温度等

を確かめ、一等航海士、一等機関士及び二等航海士が、１番貨物タン

クの水分除去作業を終えた後、３番貨物タンクの水分除去作業を行お

うとし、３番貨物タンクに入ったことから、熱中症等を負った可能性

があると考えられる。 

 １番及び３番貨物タンク内は、バタワースマシンを使用した洗浄作

業及び約３６℃の気温により、高温多湿の状態が続いていた可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、三埼南西方沖を航行中、バタワースマシンを使

用した貨物タンクの洗浄作業終了後、一等航海士が体感で貨物タンク

内の温度等を確かめ、一等航海士、一等機関士及び二等航海士が、１

番貨物タンクの水分除去作業を終えた後、３番貨物タンクの水分除去

作業を行おうとし、３番貨物タンクに入ったため、熱中症等を負った

ことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、熱中症を防止するため、次の改善措置を

採った。 

・タンククリーニング作業手順書を改訂し、新たに貨物タンク内の

温度を記入する欄を設けた点検表により、貨物タンク内に入る際

の船長の承諾を得るようにした。 

・貨物タンク内の温度が４０℃以上のとき、貨物タンク内に入るこ
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とを禁止した。 

 また、タンク内で作業を行う場合は、ガス検知及び酸素濃度の測定

の実施、各種保護具の着用を徹底するよう、所有船舶に周知した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夏季などの気温が高い時期には、温度計などを用いて作業環境の

状態を正確に把握し、熱中症に注意すること。 

 ・貨物タンクに入るときは、計測器具により、ガス検知及び酸素濃

度の測定等を行い、安全を確認すること。 

 

 


